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青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
一
号

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
四
年
四
月
青
森

県
規
則
第
三
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

省
令｣

と
い
う
。)

｣

の
下
に

｢

並
び
に
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害

の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号)

及
び
環
境
省
関

係
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
年
環
境
省
令
第
一
号)

｣

を
加
え
る
。

第
二
条
第
二
十
四
号
中

｢

第
五
十
六
条｣

の
下
に

｢
(

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害

の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。｢

第
十
五
号
様
式
の

(

表
面)

中

を

｣

｢

に
改
め
、｢第

５
６
条
｣

の
次
に｢

(及

｣

び
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第

５
項
)
｣

を
加
え
、
同
様
式
の

(

裏
面)

中

｢

を

｣

｢

｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
11
を
12
と
し
、
10
を
11
と
し
、
９
を
10
と
し
、
８
の
次
に
９
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

９
申
請
者
が
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
あ
る
場
合
は
､
併
せ
て
環
境
省
関
係
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水

産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
２
条
第
２
項
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※
放
鳥
獣
猟
区
の
区
域
の
登
録
の
有
無

※
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
あ
る
か
否
か
の
別

※
放
鳥
獣
猟
区
の
区
域
の
登
録
の
有
無

事
者

13
分
類
不
能
の
職
業

14
無
職

９
技
能
工
・
生
産
工
程
作
業
者

10
単
純
労
働
者

11
保
安
職
業
従
事
者

12
サ
ー
ビ
ス
職
業
従

５
農
林
業
作
業
者

６
漁
業
作
業
者

７
採
鉱
・
採
石
作
業
者

８
運
輸
・
通
信
従
事
者

１
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者

２
管
理
的
職
業
従
事
者

３
事
務
従
事
者

４
販
売
従
事
者

(７
)
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
あ
る
場
合
は
､

そ
の
旨
及
び
所
属
市
町
村
の
名
称

事
者

13
分
類
不
能
の
職
業

14
無
職

９
技
能
工
・
生
産
工
程
作
業
者

10
単
純
労
働
者

11
保
安
職
業
従
事
者

12
サ
ー
ビ
ス
職
業
従

５
農
林
業
作
業
者

６
漁
業
作
業
者

７
採
鉱
・
採
石
作
業
者

８
運
輸
・
通
信
従
事
者

１
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者

２
管
理
的
職
業
従
事
者

３
事
務
従
事
者

４
販
売
従
事
者
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( )
に
規
定
す
る
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
｡

第
十
七
号
様
式
中

｢第
６
１
条
第
４
項
｣

の
次
に

｢
(及
び
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る

被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
５
項
)
｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

予
算
編
成
シ
ス
テ
ム
機
器
等

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
財
政
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
九
月
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

契
約
金
額

九
千
五
百
十
九
万
三
千
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
の
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
地
等
売
買
事
業

(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い

う
。)

八
戸
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
八
戸

港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
一
日

八
戸
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

平
成
十
一
年
八
月
二
十
日
付
け
で
青
森
県
報
に
お
い
て
そ
の
概
要
を
公
告
し
た
八
戸
港
港
湾
計

画
に
つ
い
て
変
更
し
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

港
湾
環
境
整
備
施
設
計
画
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地

区

名

面
積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

変
更
の
内
容



( )

２

土
地
利
用
計
画

二

港
湾
計
画
の
縦
覧
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
作
成
し
た
の
で
、
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程

(
昭
和
三
十
六

年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
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八
太
郎
地
区

十
四

既
設
の
変
更
計
画

地

区

名

面
積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

用

途

八
太
郎
地
区

六
六

一
一

三
二
七

二
一

一
四

ふ
頭
用
地

港
湾
関
連
用
地

工
業
用
地

交
通
機
能
用
地

緑
地

公
印
の
名
称
及
び
印
影

公
印
の
名
称
及
び
印
影

青
森
県
立
青
森
高
等

学
校
長
印

青
森
県
立
青
森
高
等

学
校
長
印



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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